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　呉市では，平成30年７月５日から８日にかけて降り続いた記録的な豪雨により，市内各所にお
いて土砂災害や河川の氾濫などが発生し，災害関連死を含め29名（令和２年３月31日時点）もの
尊い命が失われるとともに，3,000件を超える家屋被害により，多くの市民の皆様が長期間，ご
自宅を離れられ，避難所や応急仮設住宅などでの不自由な生活を余儀なくされました。

　ここに改めまして，犠牲になられました方々に哀悼の意を表しますとともに，被害にあわれま
した多くの皆様に，心よりお見舞い申し上げます。

　また，災害発生直後から，自衛隊や警察，国土交通省をはじめとする関係機関の皆様や多くの
ボランティアの方々，国，県，他自治体からの応援職員の皆様の災害対応へのご協力，そして，
市内はもとより全国各地から寄附金や支援物資など多くのご支援を賜り，改めまして心より感謝
申し上げます。

　呉市では，豪雨災害からの一日も早い復旧・復興に向け，平成31年３月に「呉市復興計画」を，
令和元年９月には，特に甚大な被害を受けた天応・安浦地区における復旧・復興に必要な施策な
どを取りまとめた「呉市復興計画（地区計画）」を策定しました。

　この復興計画に基づき，引き続き，国や県，関係機関などの皆様のご協力をいただきながら，
市役所・市民・関係者が一丸となって，ハードとソフト両面の施策を計画的に推進し，豪雨災害
からの着実で力強い復興の実現に取り組んでおります。

　近年，全国各地で自然災害が発生し，多くの人命や財産が失われています。
　そして，近い将来，南海トラフ巨大地震の発生や，地球温暖化による気候変動に伴う台風や集
中豪雨の増加なども危惧されています。

　こうした中，呉市を襲った豪雨災害の記憶を風化させることなく未来へ継承し，災害の教訓と
して活かしていくため，被害の状況やその際の災害対応など，当時の状況を整理し，災害の記録
として取りまとめました。

　この災害記録誌の発刊により，豪雨災害から得られた教訓や課題などが市民の皆様に広く活用
され，将来にわたる防災・減災対策の一助となることを願いまして，発刊の挨拶とさせていただ
きます。

発刊にあたって

呉市長　新原　芳明
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災害記録誌における表記等について
　災害記録誌の本文及び図表中における表記等は次のとおりである。

１　特段の記述がない限り，年表記のない年月日は「平成30年」を示している。

２　呉市の表記については，「市」あるいは「本市」と表記している。

３�　部局名（○○部○○課）に特段の自治体名の記載がない組織名称は，本市の組織であり，その名

称がその後の組織改正等で変更している場合であっても，当時の名称で表記している。

４　施設名称についても同様に，当時の名称で表記している。
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がある。
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８�　災害記録誌は，本市の災害対策本部設置期間における対応を中心に記録するとともに，災害発生

から概ね１年程度の期間の出来事を掲載している。なお，災害記録誌における記載内容量とその当

時の業務量が比例するものではない。

９�　図表中において，一部の正式名称を略称で表記している。
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